
令和８年４月１日現在

NO 事業名 実施日 対象 内容 車両

1
中畑北区買い物支援サービス
（令和2年7月26日発足）

毎月第２、第４火曜日
どちらか１日は６の付く日に変更

中畑北区民で、買い物に行く手
段がない高齢者

利用者の自宅前からマックスバリュ原里店へ、社会福祉法人の
車両を借用し、地域ボランティアの運転手、付添が移動支援を
行う。

社会福祉法人野菊寮

2
ほっくばらみんなで支える移動支援
プロジェクトひまわり
（令和2年9月8日発足）

毎週木曜日又は６のつく日
北久原区民で、買い物に行く手
段がない高齢者

利用者の自宅前からマックスバリュ萩原店へ、社会福祉法人の
車両を借用し、地域ボランティアの運転手、付添いが移動支援
を行う。

社会福祉法人十字の園御殿場十字の園

3
東山・二の岡移動支援サービス
（令和3年7月15日発足）

毎月第１、第３火曜日
東山・二の岡区民で、買い物に
行く手段がない高齢者

利用者の自宅前からマックスバリュ新橋店へ介護施設や社会
福祉協議会の車両を借用し、地域ボランティアの運転手、付添
いが移動支援を行う。

社会福祉協議会

4
駒門区元気になろう会移動支援
サービス（令和4年4月12日発足）

毎月第２火曜日
駒門区元気になろう会の参加
者で、移動手段のない方

駒門区元気になろう会の移動支援。地域ボランティアの運転手
が社会福祉法人、合同会社の車両を借用し、利用者の自宅付
近から元気になろう会開催場所である駒門区児童厚生体育施
設まで移動支援を行う。

社会福祉法人福祉を共に考える会つどいの
家／合同会社居宅かつまた

5
保土沢区いきいきサロン移動支援
の会（令和4年7月7日発足）

毎月第１木曜日
保土沢区民で、いきいきサロン
参加者で移動手段のない方

保土沢区いきいきサロン移動支援。地域ボランティアの運転手
が社会福祉法人の車両を借用し、利用者の自宅前から保土沢
区いきいきサロンの開催場所である保土沢区公民館まで移動
支援を行う。

社会福祉法人武蔵野会さくら学園

6
深沢区ふかさわやすらぎの会移動
支援の会（令和4年12月16日発足）

毎月第３金曜日
深沢区民で、いきいきサロン参
加者で移動手段のない方

深沢区いきいきサロン移動支援。地域ボランティアの運転手が
社会福祉法人の車両を借用し、利用者の自宅前から深沢区い
きいきサロンの開催場所である深沢区公民館まで移動支援を
行う。

社会福祉法人十字の園御殿場十字の園

7
印野地区買い物支援グループ
（令和5年6月13日発足）

毎月第２・第４火曜日
印野区民で、買い物に行く手
段がない高齢者

利用者の自宅前からマックスバリュ原里店、ウエルシア御殿場
西店へ、社会福祉法人の車両を借用し、地域ボランティアの運
転手、付添いが移動支援を行う。

社会福祉法人博友会特別養護老人ホーム
ふじあざみ

8
高根地区買い物支援事業
（令和6年10月8日発足）

毎月第１・第３火曜日
高根地区民で、買い物に行く
手段がない高齢者

利用者の自宅前からセルバ御殿場古沢店等へすずらんの車両
を借用し、地域ボランティアの運転手、付添いが移動支援を行
う。

社会福祉法人博友会特別養護老人ホーム
すずらん

9
東山・二の岡生活支援お助け隊
（令和5年11月28日発足）

随時
東山・二の岡地区在住で、公
的福祉サービス以外の支援
を必要とする方

有償ボランティア活動（15分150円事前チケット購入制）。登録利
用者から移動支援を含む生活支援の要望に対し、支援員が対
応する。移動支援の際は支援員の自家用車または市社協車両
を使用する。

自家用車／社会福祉協議会車両1台（有限
会社二の岡フーヅ寄贈）

10
神山区移動支援の会
（令和6年4月4日発足）

毎月第１・３木曜日（喫茶「みちくさ」）

毎月第２・４水曜日（元気になろう会）

元気になろう会、喫茶「みちく
さ」の参加者で移動手段のな
い方

神山区「通いの場」の移動支援。運営者（運転手）が社会福祉法
人復生あせび会 あせびの家から借用し、自家用車と併せて利
用者の自宅付近から会場（神山公民館）までの移動支援を行
う。

自家用車/社会福祉法人復生あせび会あせ
びの家

11
杉名沢朝日隊
（令和7年8月1日発足）

随時
杉名沢地区在住で、独居又
は高齢者世帯
（利用に関しては要相談）

有償ボランティア活動（15分150円）。登録利用者から移動支援
を含む生活支援の要望に対し、支援員が対応する。移動支援
の際は支援員の自家用車を使用する。

自家用車

12
しゃざ倶楽部移動支援
（令和8年2月5日発足）

毎月第1・３木曜日
居場所の参加者で、移動手段
のない方

居場所の移動支援。地域ボランティアの運転手が社会福祉協
議会の車両を借用し、自家用車と併せて利用者の自宅前から
板妻区のしゃざ倶楽部の開催場所まで移動支援を行う。

社会福祉協議会車両1台/自家用車

住民主体の移動支援事業


